
～尼崎市水道労働組合との交渉状況～ 

 

 

令 和 ６ 年 度 第 １ 号 

令 和 ６ 年 ８ 月 ２ 日 

 

 

尼崎市公営企業局 

企画管理課 

 

―令和６年度夏期一時金等について― 

 

令和６年６月３日（月）に提出された令和６年度夏期一時金、人員確保に関する独自要求書

及び夏季単組独自要求書に対する回答を行うため、令和６年６月１３日（木）午後３時３０分

から午後１７時１５分まで、上下水道庁舎第２会議室にて交渉を行った。また令和６年６月２

１日（金）午後５時から午後５時３０分まで夏期一時金の諾否の通告に合わせて、検定試験に

よる前倒し昇格制度の変更について提案を行った。 

 

 

〇今回の交渉の議題 

・２０２４夏期一時金に関する統一要求書について 

・人員確保に関する独自要求書について 

・夏季単組独自要求書について 

 ・検定試験による前倒し昇格制度の変更について 

 

〇要求書に対する回答 

・令和６年６月に支給する期末手当及び勤勉手当等について（メモ）   ・・・別紙１ 

・「人員確保に関する独自要求書」についての（メモ）                  ・・・別紙２ 

・「２０２４年度夏季単組要求書」についての考え方（メモ）       ・・・別紙３ 

 

〇組合への提案 

・検定試験による前倒し昇格制度の変更について（メモ）          ・・・別紙４ 

 

〇妥結事項（別紙５） 

・令和６年度夏期一時金について 

・検定試験による前倒し昇格制度の変更について 

 



 

○具体的な交渉内容（要旨） 

１ ６月に支給する期末・勤勉手当について 

  ６月に支給する期末・勤勉手当についての回答メモを説明し、協議を行った。 

組合の主張 当局の回答 

会計年度任用職員への勤勉手当の支給は評価

する。再任用職員の支給月数が正規職員より

少ないのはなぜか。 

人事院勧告に準拠したものである。再任用職

員の給与水準の設定がそもそも年金への接続

の観点から設定されている。 

 

職務加算の加算率の引き上げはできないの

か。 

給与制度は市職員に準じたものであり、市職

員の各種手当の水準は国公準拠を基本として

いる。過去には国を上回る制度設計が見られ

たが、それらを国規準に合わせてきた中で、

公営独自で引き上げを行うことは難しい。 

課題解決の方向性 

 令和６年６月２１日に妥結することとなった。（別紙５） 

 

２ 人員確保及び夏季単組独自要求書について 

  人員確保に関する独自要求書及び夏季単組独自要求書に対する回答メモをそれぞれ説明

し、協議を行った。 

組合の主張 当局の回答 

人員確保要求に対する回答メモ１の「長時間

勤務が生じている場合は、聞き取りを行うなど適

宜必要な対応を講じている。」とは、具体的にど

のような対応を行っているのか。 

月４５時間以上の超過勤務が生じた職員に対

し、業務内容や健康状態について聞き取りを

行っている。 

欠員の状況についてどのように考えている

か。 

今年度は土木職の採用がゼロであったことも

あり、欠員が生じている。各所属には OB 職員

を確保するなど前年度に引き続きできる範囲

での補充を行っているが、欠員が生じた所属

には負担をかけてしまっている。採用活動は

厳しい状況が続くと考えられるが、公営企業

局としても総務局と連携し取り組んでいきた

い。 

次年度の組織改編計画や新規事業計画はある

のか。それらによって人員不足となることは

ないのか。 

現時点では不詳であり、定数削減を伴う民間

委託を行う業務があれば、９月末までに提案

させていただく。 



 

組合の主張 当局の回答 

人事異動については、本人の異動希望に基づ

き、必要最小限度にとどめるべきではないか。 

本人の希望をきちんと踏まえつつ、組織運営

上の最適な配置を行う。職員の広範な視野と

能力の確保の観点からの配置も必要であり、

希望がない場合でも異動の対象となりうる。 

給料表１、２級の職員については初任給引き

上げや試験制度による昇格時の必要在級年数

の短縮措置などで給与面の改善が図られてい

るが、物価高騰の中、子育て世代が多い中堅

層である３級職の処遇改善が進んでいない。

新規採用者確保や中途退職防止の観点からも

３級職のベースアップが必要である。 

 

ベースアップについては、人事院勧告に基づ

く国家公務員の改定に準拠した対応を行って

いる。民間春闘の結果を見ると、今年度も引

き上げ勧告が予想されるところであり、３級

職にも影響を及ぼすものと考えられることか

ら内容を注視したい。 

本市のラスパイレス指数は国を下回り、阪神

間でも最下位である。人材確保の観点からも

３級職の処遇改善が重要である。人事院勧告

にこだわらない賃上げはできないのか。 

人事院勧告は物価高騰等の社会情勢を背景と

した民間の賃金水準が反映されるものであ

る。阪神間でもラスパイレス指数の高い都市

は、人件費高騰等で経営状況が厳しくなって

いる。 

本市の水道等の経営状況を踏まえると人事院

勧告を飛び超えた賃上げはできる状況ではな

い。 

人手不足の状況から採用の倍率が下がってい

る。これから人材を確保していくためにも賃

上げ以外に有効な手立てはあるのか。 

給与面以外での人材確保策については、本市

の魅力や仕事のやりがいをアピールすべく、

人事課と連携し就活イベントに参加してい

る。また今年度の採用試験においては、より

幅広い人材に本市を選んでもらえるよう試験

内容の見直しが行われている。 

 

物価高騰により他のライフラインである電

気、ガス料金は値上がりしている。財政状況

が悪いのであれば、水道料金の値上げも検討

が必要ではないか。 

他のライフラインや他都市も値上げする状況

となってはいるものの、収支が赤字になるな

どの要因がない現時点では、利用者の理解が

得られない。ただ、将来的には値上げが必要

になると考えている。 

 



 

組合の主張 当局の回答 

欠員等で職員数が限られる中、仕事をまわす

ため仕事のできる職員に負担がかかってい

る。その状況で業務が支障なく行われれば、

その職員数が適正と判断されてしまうのでは

ないか。 

人員体制と業務量は適正なものにすべきであ

ると考えている。一方で、人材育成の観点で

は、職務に質・量ともに負荷がかかることで

能力向上に結びつくこともある。過度な超過

勤務になってはいけないが、職務を通じて

個々の能力を向上させることも重要である。 

例年、人事異動の発表が遅く、引継ぎに必要

な期間が確保されていない。当局の回答メモ

には「円滑な事務引継ぎについては、必要な

配慮を講じる。」とあるがどのように配慮がさ

れるのか。 

人事異動の発表がもう少し早ければというこ

とは我々も同じ考えであるが、公営企業局が

独自に設定できるものではないため、総務局

に希望は伝える。その上で、異動前後の期間

に引継ぎの時間や手段をしっかりと確保でき

るよう所属長に配慮をお願いする。 

                                   以 上 



                                                           

令和６年６月に支給する期末手当及び勤勉手当等について（メモ） 

 

令和６年６月１３日 

１ 支給額 

職員に支給する期末手当及び勤勉手当について 

尼崎市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づき支給する。 

（参考） 

○職員の支給率 

算定基礎額に次の月数を乗じた額とする。 

・企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者（定年前） 

期末手当 勤勉手当 合 計 
(参考) 

期末手当 勤勉手当 合計 

1.225 月 1.025 月 2.25 月 
昨年度 

実績 1.2 月 1.0 月 2.2 月 

・企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者（再任用職員） 

期末手当 勤勉手当 合計 
(参考) 

期末手当 勤勉手当 合計 

0.6875 月 0.4875 月 1.175 月 
昨年度 

実績 0.675月 0.475月 1.15月 

・会計年度任用職員 

期末手当 勤勉手当 合計 
(参考) 

期末手当 勤勉手当 合計 

1.225 月 1.025 月 2.25 月 
昨年度 

実績 1.2 月 ―  1.2 月 

 

 

２ 職務加算について 

現行通りとする。 

なお、算定基礎額については次のとおりとする。 

＜企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者＞ 

・期末手当：給料月額＋扶養手当＋地域手当＋(給料月額×1.1×別に定める割合) 

・勤勉手当：給料月額＋給料月額×0.1＋(給料月額×1.1×別に定める割合) 

※ 別に定める割合は、次表のとおりとする。 

区   分 割 合 

課長補佐、係長、作業長 10％ 

主任・作業主任、３級の者のうち当年度４月１日現在 30 歳以上のもの 

再任用職員 
５％ 

上記以外の者 ０％ 

 

＜会計年度任用職員＞ 

  ・報酬月額 

 

別紙１



 

３ 勤勉手当の成績率について 

現行どおりとする。 

 

４ 新入職員の支給率について 

現行どおりとする。 

 

５ その他の支給条件 

従前の例による。 

 

６ 支給日 

令和６年６月２８日（金） 

 

７ 諾否について 

本回答に対する諾否については、令和６年６月２１日（金）午後５時３０分までにされたい。 

 

以 上   

 

（参 考） 

令和６年６月期平均支給額等 

区 分 定年前職員 再任用(ﾌﾙ) 再任用(短) 

組合員平均支給額 823,271 円 346,609 円 269,117 円 

(算定基礎額※) （376,374 円） （294,987 円） （229,036 円） 

前年度実績 784,670 円 337,109 円 262,461 円 

(算定基礎額※) （366,020 円） （293,139 円） （228,228 円） 

対前年比 
38,601 円 9,500 円 6,656 円 

（4.9％増） （2.8％増） （2.5％増） 

※ 期末手当算定に係る額 

平均年齢 ４２歳 ３月（前年同期 ４１歳 ２月） 

勤続年数 １７年 ４月（前年同期 １６年 ５月） 
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人員確保に関する独自要求書について（メモ） 

 

令和６年６月１３日 

 

要 求 回 答 

１(人員配置) 

現在、学び期間として技能労務職員が配置さ

れている職場があるが、一般職転職後も業務内

容に応じた適正な人員を確保するよう人員配置

すること。また、各職場を視察し勤怠状況を把

握し、過剰な時間外勤務が見られる職場に限定

することなく、速やかに人員補充すること。 

 

１ 配置については本人や配属先の状況などを十

分に考慮して決定している。これまでから各職

員の時間外勤務の状況等を具に確認し、長時間

勤務が生じている場合は、聞き取りを行うなど

適宜必要な対応を講じている。 
 

２(欠員補充) 

（１）メンタルヘルスによる長期休職が生じて

いる職場は事実上の欠員といえる。直ちに人員

を補充すること。 

（２）出向および長期派遣がされている職場は、

その人員を別途確保すること。 

（３）以上においては正規職員や新規採用職員

に限らず臨時的職員や OB退職者の任用など臨

機応変な欠員補充を行うこと。 

２ 欠員補充については、基本的には正規職員を

もって配置したいと考えている。欠員及び所属

の状況に応じ会計年度任用職員（OB 事務員や非

常勤事務補助員）の配置を行っている。 
  また出向および長期派遣がされている職場に

は別途人員配置を行っているところである。 

 

３(組織改編等への対応) 

組織改編や事業拡大を計画している職場は企

画段階から内容を明らかにし、適正な人員配置

計画を起てた上で進めること。 

 

 
３ これまでから業務が適切に実施されるよう適

正な執行体制の確保に取り組んでいる。なお、

組織改編等の実施は、当局の責任において進め

ていくものと考えている。 

別紙２
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要 求 回 答 

４(直営力の確保) 

 今後も安定して公営企業局事業を継続するた

めには人材育成や技術力の維持が不可欠であ

る。これらの対応や緊急事態に備えた人員を確

保するため、安易な人員削減や委託化を推進し

ないこと。今後も安定して専門性を持った人材

を確保するために、公営企業局内での経験豊富

な職員を一定数確保し、安直に他局への人事異

動を行わないこと。将来を見据えて、よりいっ

そう知見を深めた職員を育成するよう技術力、

直営力の維持向上を図ること。そして、速やか

に災害支援などを実施できる人員を確保するこ

と。 

 

５（学び職員について） 

下水道部門のアウトソーシング開始以来６年

を経過したが、学び期間始める前のイメージと

の乖離によって職種変更、降格や休職を余儀な

くされる組合員が現在でも発生している。今後

もこのようなミスマッチが生じないように、所

属長、直近上司と当該組合員との間に面談の充

実や人事異動等に関しても、これまでの経験を

生かせるよう可能な限り、現業職在籍時に関わ

る職場で配置するなど本人の希望と適性を尊重

するよう考慮すること。 

４ 安定的かつ継続的な事業運営のためには、引

き続き効率的な執行体制の構築を進めていく必

要がある。市長事務部局との人事異動について

は、職員の広範な視野と能力の確保の観点から、

一定数は必要なものと認識しているが、一方で

事業継続に必要な知識・技術の習得などの取組

みを継続し、人材育成や技術継承にも取り組ん

でいく。 

 

 

 

 

 

 

５ 現在の転職制度を開始して以降、様々な転職

支援策を講じている。令和４年度からは、転職

者に対する評価基準を見直し、より現場の状況

を踏まえた制度としている。配置先について

も、できる限り本人の希望や経験等を踏まえて

決定しており、事務・技術学び期間中であって

も本人や所属の意見を踏まえ職種や所属の異

動を行っている。引き続き、転職が円滑に進む

よう丁寧な取り組みを行っていきたい。 
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「２０２４年度 夏季単組要求書」についての考え方（メモ） 
令和６年６月１３日 

 
要  求 回 答 

１．賃金・手当・昇格・昇給に関すること  

⑴ １級職在級年数短縮とするプレゼ

ンテーション試験の実施回数を増や

すこと。加えて勤務評価で短縮する制

度を実現すること。 

⑴ ～⑸ 昨年度にプレゼンテーション 

試験による２級昇格制度を実施したよう

に、昇格制度については人材確保・育成の

観点を踏まえ、引き続き検討を行ってい

く。 

また、ベースアップについては、人事院勧

告を踏まえつつ、必要な対応を講じる。 

  

 

 

 

 

 

 

⑵ ２級職在級年数の短縮に関し、現行

の試験制度による短縮のみならず勤

務評価で短縮する制度を実現するこ

と。 

 ⑶ １・２級職の身近な将来像といえる

３級職のベースアップを実現するこ

と。また、近年に実施された任用替え

の対象に属さない元技能労務職の昇

格を実現すること。 

⑷ 係長職は管理職手当が廃止された

上、更なる人員削減で部下の業務も兼

任するなど業務が多様且つ過多であ

る。今後の若年層の昇格意欲を促進す

る目的もあわせて、当級のベースアッ

プを実現すること。 

⑸ 以上の(１)から(４)については、賃

金労働条件のより良い他の自治体へ

流出とした中途退職を防止するため

必要な措置であり、実務経験を積んだ

人的資産を確保するよう実現するこ

と。 

⑹ 技術職２級採用試験を実施するこ

と。 

現在、３級職での採用を可能とする試験

の募集を行っているところである。 

⑺ 住居手当については現在の市内居

住促進策の代わりに市内居住促進を

加味した区分を行い、国とは住宅事情

のありかたが異なっていることから、

国の施策に縛られることなく柔軟に

考慮し、持家者への住居手当を実施す

ること。 

⑺～⑻ 現行どおりとする。 

別紙３
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要  求 回 答 

⑻ 技術士や土木施工技師など特別な

資格を保有する者を昇格させること。

若しくは資格者手当を新設し支給す

ること。 

 

２．労働条件・人員確保に関すること  

⑴ 時間外勤務については減少傾向に

あるものの、人員削減に伴い、減少が

頭打ちとなっている。労働基準法第 36

条第１項の協定で定める労働時間の

延長の限度等に関する基準を超える

職場については、その実態を明らかに

するとともに業務に必要な人員を配

置し、特定の職員に偏らないように改

善すること。 

36 協定については必要に応じて事前協議

を行っており、協議内容については組合へ

も報告している。 

人員については、各所属にヒアリングを

行う中で、職場の状況把握と業務量の精査

を行い、適正な配置に努めている。 

なお、これまでから効率的な業務執行に

努め、超過勤務が不用意に特定の職員に偏

ることがないよう各所属にも周知している

が、業務の性質により職員間で一定の差異

は生じるものと考えている。 

⑵ 年度末退職による欠員補充につい

ては正規職員を配置し、年度内の中途

退職により欠員が生じた場合には正

規職員に限らず迅速な補充を、被災地

長期派遣並びに傷病および育児など

の休暇取得により限定的な不在期間

が生じた場合には臨時的に会計年度

任用職員を迅速に補充すること。 

欠員が発生した場合についてはできる

だけ早期に解消したいと考えているとこ

ろであり、必要に応じて事務補助員の活用

も含めて対応していきたい。 

 

⑶ 組織改編に伴い人員削減され、これ

まで以上に兼務を担う職員が増加の

一途を辿っている。担当業務を増やし

過重労働に陥らせる事態は回避すべ

きものである。また、より有能な職員

への業務量の偏りが生じる恐れがあ

ることから、組織改編にあたっては業

務量と人員のバランスを見極めて実

施すること。 

人員については、各所属とヒアリングを

行う中で、職場の状況把握と業務量を精査

した上で、適正な配置に努めている。 



3/7 

要  求 回 答 

⑷ アウトソーシングに係る学び期間

技能労務職員については職員定数外

であり、一般行政の基礎学習する立場

にあることから、専門的知識を多用す

る業務は避け、過度の業務量を強いる

ことなく、業務遂行のプロセスを重視

した丁寧な指導の下に進めること。ま

た、人事異動は極力本人の意思を尊重

し配慮すること。 

事務・技術学び期間中の職員については、

行政職への育成の観点で事務量や担当業務

を決定しており、育成状況を踏まえる中で、

業務負荷を調整するなど各職場が創意工夫

しながら取り組んでいる。 

また、定期的に産業カウンセラーとの面

談機会を設け、職員の負担感や悩みを共有

し、問題が生じている場合は、職場と連携し

対応するなど丁寧な指導・育成を心掛けて

いる。なお、人事異動についても、本人の意

向を把握した上で、育成期間中であること

を踏まえた配置を行っている。 

⑸ 子の看護休暇について、第３子以降

についても第２子までと同様に５日

付与すること。 

 

現行どおりとする。 

⑹ 公営企業局全体として技術継承を

図るよう努めること。 

OJT を基本として、職員間での知識・技

術の共有化を促進するほか、実技・演習を

取り入れた体験型研修など各種研修にも

積極的に参加しているところである。 

 

⑺ 大規模災害発生の際に連携してい

る委託先が機能しない事態を考慮し、

直営のみで対応可能な人員を確保し

体制を整備すること。 

災害発生時においては、自助共助による

取組を促進するとともに、委託業者や関係

団体との間で締結している「災害時の応援

業務に関する協定」等に基づき、連携して応

急活動を行うこととしている。 

⑻ 定年引き上げ実施に伴う短時間勤

務職員の増加および中途退職を見越

した人員とすること。 

 人員については、各所属とヒアリングを

行う中で、職場の状況把握と業務量を精査

した上で、適正な配置に努める。 
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要  求 回 答 

（9）デジタル時代に突入し推進していく 

 中で様々な PC トラブル増加が懸念さ

れる。公営企業局として、緊急トラブ

ルに的確に対処できる PC サポート専

門員を確保すること。  

 現状では公営企業局専属の PC サポート

専門員を配置する考えはないが、行政支援

パソコンに故障等が生じた場合は、総務局

デジタル推進課に対応を委ねており、特段

の支障はないものと認識している。なお、

パソコンの軽易なトラブルや疑問につい

ては、公営企業局企画管理課においてもサ

ポートを行っていく。 

 

（10）人事異動は組合員本人の意思に応え 

ること。止むを得ず人事異動する際に

は各職場における職員の職種・階級・在

籍年数を総合的に考慮し適正に進める

こと。また、確実な事務技術継承を目的

に人事異動の発表日を早めること。 

これまでから、人事異動については、本

人の希望や各職場の状況を踏まえる中で、

当局の責任において行っているところで

ある。また発表日については、市長事務部

局との人事異動もあるため、公営企業局が

独自で設定できるものではないが、円滑な

事務引継ぎについては、必要な配慮を講じ

る。             

３．人事評価に関すること  

⑴ 評価方法について、管理職の不適切

な目標設定は一般職等の業務量の増

加や過剰なスピードでの業務遂行を

生み出すことに繋がり、労働安全衛生

に大きく影響を及ぼすものである。職

務目標に関し、評価者はプロセスを評

価し達成率に固執しない評価をする

こと。 

勤務成績に基づく昇給制度及び勤勉手

当への成績率反映については、平成２５年

度に妥結している「人事評価の結果を反映

した勤勉手当・昇給制度の導入について」

のとおり運用しており、毎年必要な改善を

行うなど、適正な評価制度の運用に努めて

いるところである。 

なお、職務目標については、評価者・被評

価者間で面談を実施し、内容を確認した上

で設定している。 

４．健康維持に関すること  
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要  求 回 答 

⑴ 職員の健康保持対策を充実するとと

もに疾病等の予防対策を充実するこ

と。また、要再検者の受診は職免とす

ること。 

健康保持対策については、疾病予防に重

点を置き、健康診断の結果に基づく事後指

導を充実させるなど、積極的に取り組んで

きているところであり、令和元年度から特

定保健指導受診に係る職免制度を設けたと

ころである。今後も必要に応じ安全衛生委

員会等で協議し、創意工夫をしていく中で

充実させていきたい。再検査の取扱いにつ

いては、現行どおりとする。 

⑵ 傷病休職者の職場復帰にあたり、円

滑に復帰できるシステムを構築する

こと。 

 

リハビリ出勤制度を活用し、円滑な職場

復帰の一助としている。また、健康相談がで

きる窓口を設けている。 

⑶ アスベスト健康診断については、希

望制ではなく対象地域に在勤・在住し

ていた職員に対し受診するように働

きかけること。 

 

 過去の職務歴等で、石綿の間接的なばく

露の可能性がある職員に対する希望調査に

より石綿健康診断の対象となった職員につ

いては、健康診断の実施と同時に石綿健診

も受診するよう通知している。 

⑷ メンタルヘルスに不調を訴える職

員が依然として絶えません。労働安全

衛生委員会事務局は自主的に職場観

察を行い、安全衛生に関するデータを

基に健康相談等対策を講じ、症状の重

症化を予防すること。 

 

メンタル面で不調をきたす職員について

は当局としても問題意識は持っているもの

であり、所属、企画管理課職員担当及び給与

課職員健康推進担当が連携し、保健師や産

業カウンセラーの面談も含めフォローに力

を入れているものである。 

（5） ハラスメント防止法施行に基き、

各種ハラスメントに対する実効ある

防止対策を推進するため、積極的且つ

具体的な対応を行うこと。 

 

これまでから各種ハラスメント防止のた

め、所属長への研修や課内ミーティングの

実施に取り組んでおり、意識の醸成に努め

ているところである。 

５.福利厚生に関すること  

⑴ 法に基づく雇用主の責任を果たす

ため、事業主として福利厚生事業の充

実向上に努めること。 

 

⑴・⑵ 

職員の福利厚生の重要性については十分

認識しているところであり、財政状況、社会

情勢、公費負担の妥当性等を踏まえて、市長
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要  求 回 答 

⑵ 職員の親睦を図るため、何らかの行

事等を実施すること。 

 

事務部局との連携により適切かつ効率的な

事業の展開に努める。 

 

 

６．設備改善に関すること  

⑴ 洗面所を自動水栓に改造するなど

設備改善を行い、衛生的に努めるこ

と。 

設備の整備については、労働安全衛生法

の趣旨も踏まえ、これまでから必要に応じ

対応している。なお、自動水栓についても、

現在未対応である３～５階のトイレについ

て、今年度中を目途に改修予定である。 

⑵ 水道維持担当および高架下の駐車

場において、安全性向上目的とする出

庫時の合図灯の設置を行うこと。並び

に盗難防止強化すること。 

駐車場入口へのカーブミラーの設置等、

適宜改善を行なっており、今後とも必要に

応じて適宜改善に努めていく。 

 

⑶ 下水道建設課排水設備担当職場は

来局者応対窓口を必要とするため、レ

イアウト上、通路を狭小化し、窓口混

雑時には通行者に対して当該窓口来

局者にも気を遣わせている。安全面を

含め、通路としての基準幅員を確保で

きるよう職場レイアウトを再編する

こと。 

混雑時の通路確保については課題と認識

しているが、通路として必要な幅員は確保

できており、利用者の利便性を優先した配

置を行っている。 

 

 

７．委託に関すること  

⑴ 人材育成や技術力維持の面からも

安易にアウトソーシングを行わない

こと。 

アウトソーシングの取組については、平

成 29 年度に示された「業務施行体制の見直

しに向けた今後の方向性について」の考え

方に基づき実施していく。 

⑵ 委託化の実施にあたっては、委託業

者は委託化直後から直営に代わり業

務遂行するものであることから、偽装

請負対策を含め、直営による委託業務

補助を必要としないよう進めること。 

各委託業務においては、業務を担える業

者に委託するとともに仕様書やマニュアル

を整備するほか、委託開始時には事前に説

明会や見学の機会を設けるなど円滑に業務

が遂行できるように努めている。 

８．ライフラインにおける危機管理体制

について 
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要  求 回 答 

 厳冬期におけるライフライン(主に

給水管)凍結予防広報を現行基準に拘

ることなく迅速に実施すること。 

低温注意報が発表された際の広報につい

ては、現在の基準にこだわるものではなく

個々の状況に応じて、効果的な手法で対応

していくことが必要であると認識してい

る。 

以 上   



 

  

検定試験による前倒し昇格制度の変更について（メモ） 

R６.６.21  

 

検定試験による前倒し昇格制度について次のとおり変更する。 

 

１ 実施内容 

現在、企業一般職給料表適用者の３級への昇格に必要となる２級在級年数について、自治体

法務検定における基本法務及び政策法務のいずれもがゴールドクラス認定以上（1000 点満点中

700 点以上）の結果を収めた場合、必要在級年数を最大で２年短縮できることとしているが、

これに加え、基本法務及び政策法務のどちらか一方のみでもゴールドクラス認定以上の結果を

収めた者については、必要在級年数を最大で１年短縮できることとする。 

   

２ 対象者 

  現行制度の対象者に加え、企業一般職給料表適用者で採用区分が大学院卒の者も対象とする。 

 

３ 受験回数 

受検回数の上限は基本法務・政策法務それぞれ３回とする。 

 

４ 実施時期 

  今年度実施の検定試験から対象とする。 

 

５ 諾否期限 

  本提案に対する諾否については、令和６年６月 28 日（金）までにされたい。 

以 上  

（企画管理課） 

 

別紙４



◎妥結事項 

  令和６年６月１３日の交渉の結果を受けて、令和６年６月２１日に次の項目につい

て妥結に至った（検定試験については令和６年６月２８日妥結）。 
 

１ 令和６年度夏期一時金について 

期末・勤勉手当の支給【令和６年６月２８日支給] 

  組合要求 ２．６０月プラス２万円 

 

  ・定年前職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

1.225 月 1.025 月 2.25 月 

・再任用職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

0.6875 月 0.4875 月 1.175 月 

・会計年度任用職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

1.225 月 1.025 月 2.25 月 

 

 

２ 検定試験による前倒し昇格制度の変更について 

⑴ 内容 

    現在、企業一般職給料表適用者の３級への昇格に必要となる２級在級年数につい

て、自治体法務検定における基本法務及び政策法務のいずれもがゴールドクラス認

定以上（1000 点満点中 700 点以上）の結果を収めた場合、必要在級年数を最大で

２年短縮できることとしているが、これに加え、基本法務及び政策法務のどちらか

一方のみでもゴールドクラス認定以上の結果を収めた者については、必要在級年数

を最大で１年短縮できることとする。 
⑵ 対象者 
  現行制度の対象者に加え、企業一般職給料表適用者で採用区分が大学院卒の者も 
 対象とする。 

⑶ 受験回数 
  受験回数の上限は基本法務・政策法務それぞれ３回とする。 

  ⑷ 実施時期 
    今年度実施の検定試験から対象とする。 

別紙５


